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■問い合わせ先／健 康 保健福祉課☎482-2935・町 民 町民課☎482-2934・税務 税務課☎482-2914・開 放 おひさま保育園☎482-2444・子 育 子育て支援センター「ひなたぼっこ」☎482-5667

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

 ……記号の見方……
健
 康 ～健診や子育て相
　　 談など

町 民 ～行政相談、人権
　　 相談
開 放 ～保育園開放など
子 育 ～子育て支援セン
　　 ター開放など
税務 ～税の納期など
催 し ～イベント､その他

開 放 保育園開放「遊ん
　Ｄａｙ」（おひさま
　保育園／川湯保
　育園・9:00～）
健
 康 乳児・３歳児健診
　（福祉センター・
  9:15～）
健
 康 フッ素塗布（福祉セ
　ンター・10:00～）
健
 康 予防接種「ＢＣＧ」
　（福祉センター・
 14:30～）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「２～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）
町 民 行政相談（公民館
　・13:00～）

開 放 保育園開放「遊ん
　Ｄａｙ」（おひさま
　保育園／川湯保
　育園・9:00～）
子 育 母親講座「体を使
　った親子遊び」み
　はらし台児童館・
　9:30～11:30）
税 務 夜間納税窓口開設
　（役場／川湯支所・
　20:00まで）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

開 放 保育園開放「遊ん
　Ｄａｙ」（おひさま
　保育園／川湯保
　育園・9:00～）
税 務 夜間納税窓口開設
　（役場／川湯支所・
　20:00まで）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～１歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）
健
 康 健康相談（役場・
　10:00～）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「２～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「２～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～１歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）
健
 康 健康相談（役場・
　10:00～）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「２～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～１歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）
健
 康 健康相談（役場・
　10:00～）

開 放 保育園開放「遊ん
　Ｄａｙ」（おひさま
　保育園／川湯保
　育園・9:00～）
子 育 ひなたぼっこ移動
　開放日「自由参加｣
　（川湯保育園・9:30
　～）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～３歳｣（子育て
　支援センター・
　9:30～11:30／
　14:00～16:30）

子 育 ひなたぼっこ開放
　「０～３歳｣（子育て
　支援センター・
　14:00～16:30）
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※�お誕生とお悔やみは、5/1～5/31に届け出をされた方のうち、掲載を希望された方のみ掲載しています。

　放火による火災は全国的に増加傾向にあり、昨年の出火原因の第１位は「放火」です。
　放火は人為的なものなので完全に防ぐことはできませんが、いつでも放火火災が発生する可能性があることを考
えて、家庭や地域で放火火災予防対策「放火されない、放火させない、放火されても被害を大きくさせない」を実践し、
住みよいまちづくりをしましょう。

できていますか？放火されないまちづくり

＜放火されないための４つのポイント＞
１　ごみは収集日の朝に出す。
２　建物の周辺に燃えやすいものを置かない。
３　住宅や物置、車庫は施錠をする。
４　地域ぐるみ（近隣者の方々）で協力して、放火されにくい環境づくりをする。

　　　夜間の火災を想定した
　　　初の合同訓練を実施
　グループホームあったか家と弟子屈消防署・弟子屈消防団は６月６日、合同
で、夜間の火災を想定した避難訓練を行いました。
　今年３月に、札幌市内の認知症高齢者グループホームで男女７人が死亡し
た火災が発生したことを受け、初めて行われたものです。グループホームの職
員数が手薄になる夜間当直時の火災に備え、慌てずに自分の安全を確保しな
がら素早く利用者を避難させることを目的として行われました。
　当直職員は１人で、１１９番通報と、入居者役の消防団員９人全員の避難誘
導の二役を求められましたが、事前に準備していたマニュアルに従い迅速な
動きをみせていました。入居者が当直職員と消防職員・団員の連携により救助
され、救護所まで搬送されるまでの一連の活動を実施。救助方法などの確認を
行いました。
　日ごろからの危機管理の徹底が、いかに大切かを実感した避難訓練となり
ました。
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入
居
者
役
の
救
助
に
当
た
る
職
員

グループ
ホーム

広報てしかがに広告を掲載しませんか
　町内に事業所がある業者や、町内で活動している団体
などを対象に、広報紙への広告掲載を行っています。
▶広告の規格と１回の掲載料
広告１／�縦49㎜×横88㎜＝掲載料5,000円
広告２／縦49㎜×横180㎜または縦100㎜×横88㎜
　　　　　＝掲載料10,000円
▶�掲載位置など／広告を掲載する位置は、表紙を除く各
ページの下段を基本とします。１つの月に掲載できる
広告は、広告２の規格で４個分までです

❑�申し込み・問い合わせ先／役場企画財政課企画係☎
４８２‐２９１３（課直通）まで。

過疎地域自立促進市町村計画案を策定中

皆さんの意見をお聞かせください!!

　町では、平成22年度から平成27年度までの６年間の過疎対策の市
町村計画案を策定するため、計画案に対する町民の皆さんからの意
見を募集します。ぜひ、ご意見をお寄せください。

▼ �計画案の公表方法／企画財政課（役場３階Ａ会議室）での閲覧と、町
ホームページ（http://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/）での公開。

▼意見の提出期限／７月20日㈫　17時まで。
❑�意見提出・問い合わせ先
　役場企画財政課企画係☎４８２‐２９１３（課直通）まで


